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１．Appleとの連携体制の構築
○携帯電話（フィーチャーフォン・スマートフォン）を利用したインターネット接続にお

けるフィルタリング手法には、大きく分けて以下の２つの手法がある。

①携帯電話事業者のネットワーク（3G・LTE・携帯電話事業者の提供するWi-Fi）
にフィルタリングをかける手法

②(a) Wi-Fi等の携帯電話以外のISPを通じたインターネット接続
(b) ブラウザ以外のアプリを通じたインターネット接続
に対応するため、スマートフォンの端末に特定サイトの閲覧ブロックや特定アプ
リの起動制限処理を施す手法

○スマートフォンのOSがiOSの場合（＝iPhoneの場合）、上記の②(a)に関しては、
フィルタリングアプリがプリインストールされておらず店頭での設定の必要がある
ため、時間がかかる。②(b)については、iOS自身の機能制限機能を利用してアプ
リの利用可否を制御する必要がある。しかし、保護者の中には、こうした設定が面
倒だと感じて、そもそもフィルタリングを設定しない者も多い。

○iOSには、ウェブ、アプリ共に、iOSの機能制限を利用することでフィルタリングを実
施でき、この場合、インストールの問題は生じないが、アクセス制限対象は、Apple
が独自に判断しており、必ずしも日本の現状を反映していない。
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○このため、青少年ユーザーが安全に安心してインターネットを利用できることを担
保しながら、同時にフィルタリングが青少年のインターネット利用を過度に制限しな
いよう、Appleとの間でiOSの機能制限について情報共有・反映する仕組みを構築
することが課題。

２．EMA解散後のモニタリング体制
○モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（EMA）は、事業者の申請を受けて、管理

状況等を審査し、青少年の利用に相応しいサイトやアプリを認定し、同サイト・アプ
リの運用状況の監視を行うともに、これらの認定サイト・アプリをフィルタリング対
象から除外するための情報提供を行う活動を行った。これにより、青少年がフィル
タリングにより安全に安心してインターネットを利用できることを担保しながら、同
時にフィルタリングが青少年のインターネット利用を過度に制限することを防いで
きた。

○しかし、スマートフォンの普及に伴うフィルタリング利用率の低下により、会員企業
の会費収入と認定制度の審査・運用監視料によりEMAを運営することが次第に難
しくなり、申請ベースでの認定の枠組みではなく、青少年が使うサイトの内容を調
査し、保護者が青少年の利用の可否を判断するために有用な情報を提供する形
のモニタリング及び情報提供の枠組みを提唱し、大手携帯ＩＳＰ事業者にコスト負
担を依頼したが、調整が合意に至らなかった。
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○このため、やむなく2018年5月末でEMAを解散することとなった。今後、EMAの清
算法人が2019年4月末まで運用監視を継続するが、その後は関係企業（携帯ＩＳＰ
事業者・フィルタリング会社・OS開発事業者）が独自にフィルタリングを実施するこ
とになる。EMA解散後、青少年のネット利用の健全化を担保するための枠組みに
ついては未定である。

３．フィルタリングの枠組みへの著作権侵害サイトの追加
○現状においても、著作権侵害サイトは、「不法」としてフィルタリングの対象となっ

ており、きちんとフィルタリングをかけていれば、アクセスができない。また、広告に
関する取組などが進んでいけば、著作権侵害サイトは、サイトのコンテンツが不法
であるのみならず、不適切な広告、サイト自身のセキュリティ、個人情報の抜き取
りなど、アクセスが推奨されない要因が複数発生するであろうことが予想される。

○上記を考慮すれば、著作権侵害サイトへのアクセスがセキュリティ等の上でも危
険なものとして、成人を対象に含むセキュリティソフトにおいて著作権侵害サイトを
フィルタリング対象とすることもあり得るのではないか（実際、セキュリティソフトに
おいてはフィッシングサイトをフィルタリングの対象としているものがある）。成人で
あっても、自らの意思で著作権侵害サイトのフィルタリングを受け入れることが前
提であれば、そうした仕組みを作ることも可能であり、望ましいのではないか。
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インターネット環境整備法（平成20年法律第79号）概要

6（出典）総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第１回（平成２８年４月１１日）事務局資料



旧⻘少年インターネット環境整備法（平成20年法律第79号）
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○青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平成２０年法律第７０号）

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務）
第十七条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する契約の

相手方又は携帯電話端末若しくはＰＨＳ端末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリン
グサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。ただし、その青
少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでな
い。

２ 携帯電話端末又はＰＨＳ端末をその保護する青少年に使用させるために携帯電話インターネット接続役務の
提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、当該契約の締結に当たり、携帯電話インターネット接続役務
提供事業者に対しその旨を申し出なければならない。

（インターネット接続役務提供事業者の義務）
第十八条 インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求められたとき

は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供しなければ
ならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合
は、この限りでない。

（インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務）
第十九条 インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの（携帯電話端末及び

ＰＨＳ端末を除く。）を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むことその他の
方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容
易にする措置を講じた上で、当該機器を販売しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲
覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。



⻘少年のスマートフォン・携帯電話所有状況

8（出典）総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第１回（平成２８年４月１１日）事務局資料



⻘少年のスマートフォン所有状況（年代別）

9（出典）内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」より内閣府知的財産戦略推進事務局作成
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・青少年の中でも、高校生のスマートフォン所有率は、特に高い。
・また、高校生のスマートフォン所有率は、年々高くなっている。

青少年のスマートフォン所有率（年代別）



スマートフォンにおけるフィルタリング

10（出典）総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第１回（平成２８年４月１１日）事務局資料



⻘少年におけるフィルタリング等利⽤率

11（出典）総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第１回（平成２８年４月１１日）事務局資料



契約時のフィルタリングに関する説明

12（出典）総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第１回（平成２８年４月１１日）事務局資料



改正⻘少年インターネット環境整備法（平成29年法律第75号）概要
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2018年2月より施行

（出典）総務省ＨＰ掲載資料より内閣府知的財産戦略推進事務局作成



（参考）改正法における閲覧防⽌措置と対象機器

14（内閣府「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」第３５回（平成２９年７月１０日）事務局資料）



フィルタリングを解除した理由

15（出典）総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第１回（平成２８年４月１１日）事務局資料



フィルタリングの実施⽅法

16（出典）総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第１回（平成２８年４月１１日）事務局資料



「フィルタリング利⽤促進検討会」について

17
（出典）電気通信事業者協会「『フィルタリング利用促進検討会』 をうけての事業者（TCA）の取り組みについて」

（総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第４回（平成２８年１２月１５日））



フィルタリングのわかりやすさ向上（事業者の取組例①）

18
（出典）電気通信事業者協会「『フィルタリング利用促進検討会』 をうけての事業者（TCA）の取り組みについて」

（総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第４回（平成２８年１２月１５日））



新モードの提供（事業者の取組例②）

19
（出典）電気通信事業者協会「『フィルタリング利用促進検討会』 をうけての事業者（TCA）の取り組みについて」

（総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第４回（平成２８年１２月１５日））



（参考）新モード（⾼校⽣プラス）

20
（出典）電気通信事業者協会「『フィルタリング利用促進検討会』 をうけての事業者（TCA）の取り組みについて」

（総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」第４回（平成２８年１２月１５日））



モバイルコンテンツ運⽤管理体制認定制度（新モード導⼊以前）

21（出典）モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（EMA）資料より内閣府知的財産戦略推進事務局作成

・モバイルインターネットにおけるWebサイトおよびアプリケーションの運用管理体制を
対象とした認定制度。モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（EMA）が策定した認
定基準に適合した運用管理を行うことで、青少年が利用する上で健全な利用環境を
維持・整備。

・青少年のフィルタリング利用を促進するため、携帯電話事業者が提供しているフィ
ルタリングおいて反映され、認定を受けたWebサイトおよびアプリケーションは、フィ
ルタリングのアクセス制限対象から除外。

Android iOS

EMA認定の反映なし



EMAにおける新モードへの対応とその後の解散

22

（出典）EMA「EMAの新たな取組みに関して～モニタリング（評価・情報提供）～」（総務省「青少年の安心・安全なインターネッ
ト利用環境整備に関するタスクフォース」第４回（平成２８年１２月１５日））及びEMAプレスリリース資料より、内閣府知
的財産戦略推進事務局作成

・新モードへの対応として、EMAから携帯電話事業者・Apple社に対して情報提供を行
う方向で調整を開始。

・しかし、新たな体制整備の見通しが立たず、安定的に活動の実効性を確保した事
業を継続することが困難となったため、２０１８年５月３１日を以て解散。

・これに伴い、モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度の審査受付は２０１８年４月
１３日を以て終了。運用監視については２０１９年４月末まで実施予定。

OS App/Web 対応内容

iOS

App （iOS機能制限）

・EMAの調査において、いわゆる出会い系サービス等（実態上出会い系として
運営されているサイト含む）で適正なレーティングが設定されていない場合、
モニタリング情報の提供を行っている。

・情報提供先： Apple社（実施済み）

Web
（iOS機能制限-

アダルト制限 ※新モード）

・iOS向けWebフィルタリングとして位置づけられる｢Webサイト-アダルトコンテン
ツを制限｣においても、青少年利用における重大なリスクへ対応できるよう、
Apple社-EMAのスキームを構築し、継続的な補正・改善を支援する。

・情報提供先： Apple社（Apple社-EMAのスキームを調整中）

Android

App （新モード ※新モード） ・Android向けのフィルタリング・新モード（App・Web）において、青少年利用に
おける重大なリスクへ対応できるよう、モニタリング情報の提供を行い、継続
的な補正・改善を支援する。

・情報提供先： 携帯電話事業者Web （新モード ※新モード）

新たな業務


